
図６－７ その他の誓約書等作成例

誓約書（水量不足）

 年  月  日

（あて先）

浜松市水道事業及び下水道事業管理者

設置場所

住所又は所在地

氏名又は

名称及び代表者氏名

                 （署名又は記名押印をしてください。）

 上記の給水装置については、浜松市上下水道部（以下「市」という。）の基準によれば給水

装置の給水管口径及びメーター口径を増大しなければならないところですが、将来、この給

水装置において給水管口径及びメーター口径を原因とする給水能力不足その他支障が生じる

ことがあっても市に対し異議を申し立てません。
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誓 約 書（井戸水と市水の併用）

  年  月  日

（あて先）

浜松市水道事業及び下水道事業管理者

設置場所

住所又は所在地

氏名又は

名称及び代表者氏名

                 （署名又は記名押印をしてください。）

上記の給水装置工事の申込みをするにあたり、私設の井戸水等も使用しますが井戸

等配管と市水配管の接続は絶対にいたしません。また、将来改造工事等を計画施行す

るときは、浜松市指定給水装置工事事業者に依頼し施行する事を誓約いたします。

なお、市給水条例に違反した場合は給水の停止、給水装置の撤去等の処分を受けて

も異議を申し立てません。
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誓約書（太陽熱温水器）

  年  月  日

（あて先）

浜松市水道事業及び下水道事業管理者

設置場所

住所又は所在地

氏名又は

名称及び代表者氏名

                 （署名又は記名押印をしてください。）

この度、太陽熱温水器を給水装置に接続し使用するにあたり、下記の条件を遵守いたしま

すので、本工事の許可をお願いします。なお、違反した場合は給水の停止等の処分を受けて

も異議を申し立てません。

記

1 太陽熱温水器を通った湯（水）は一切飲用しないこと。
2 太陽熱温水器を通った湯（水）は水道の直接の圧力の水と接続しないこと。
3 工事はすべて浜松市指定給水装置工事事業者に施工させること。
4 上下水道部の水質保障区分は、太陽熱温水器専用の給水バルブまでであること。
5 水圧、水量不足等により太陽熱温水器に水が供給されない、またはこれに起因する事故等
については一切上下水道部に異議を申し立てません。
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図６－８ 貯水槽・自家用給水設備確認報告書

  年  月  日

（あて先）

浜松市水道事業及び下水道事業管理者

貯水槽・自家用給水設備確認報告書

報告者       住所又は所在地

（指定給水装置工事事業者）

氏名又は

名称及び代表者氏名

主任技術者名

給水装置申込場所

申込者（所有者）

下記のとおり、報告します。

（1）更正工事の施工履歴のない場合
◎確認項目 確認結果（コメント記入）

①既設配管の材料確認

②既設配管の耐圧試験 テスト圧（   MＰa）にて試験しました
③水質試験成績証明書 別紙・証明書のとおり

④特殊器具に近接して上流

側に逆流措置があるか

（2）更正工事の施工履歴があり【ライニング使用塗料・工法及び施工状況が確認できる】
◎確認項目 確認結果（コメント記入）

①既設配管の材料確認 別紙・証明書、施工計画書、施工報告書のとおり

②既設配管の耐圧試験 テスト圧（   MＰa）にて試験しました
③浸出性能確認の水質試験

成績証明書
別紙・証明書のとおり

④特殊器具に近接して上流

側に逆流措置があるか

（3）更正工事の施工履歴があり【ライニング使用塗料・工法及び施工状況が確認できない】
◎確認項目 確認結果（コメント記入）

①既設配管の耐圧試験 テスト圧（   MＰa）にて試験しました。
②構造材質基準に基づく浸

出性能試験
別紙・証明書のとおり

③特殊器具に近接して上流

側に逆流措置があるか

※確認項目の内容は、（貯水槽式・自家用）給水設備の給水装置への切替に関する確認事項に基づ

くもの。
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図６－９ 貯水槽・自家用給水設備の切替誓約書作成例

誓約書（貯水槽・自家用給水設備の切替）

  年  月  日

（あて先）

浜松市水道事業及び下水道事業管理者

設置場所

住所又は所在地

氏名又は

名称及び代表者氏名

                  （署名又は記名押印をしてください。）

 上記の（貯水槽・自家用）給水設備から切替えた給水装置を使用するにあたり、水の色、

濁り、臭い、味その他の状態が水道法第４条に定める水質基準に適合しない場合には、既設

の給水設備を、浜松市給水条例に基づく給水装置への取り替え工事を行います。または、貯

水槽式として、配水管との直接給水をしないことを誓約します。

 また、給水装置及び水質に関して、立入り検査することを承諾します。

 なお、違反した時は給水の停止及び給水装置の撤去等の処分を受けても、上下水道部に対

して異議を申し立てません。
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